
監査公表第22号（令和７年７月11日、県公報第611号登載） 

財政的援助団体等監査の結果に基づく措置通知（令和６年度） 

 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第９項の規定により報告した財政的援助団体

等監査の結果（令和７年３月24日６監総第1395号）に基づき、知事から措置を講じた旨の

通知があったので、同条第14項の規定により、次のとおり公表する。 

 

     令和７年７月11日 

 

                      福岡県監査委員  塩 川 正 一 

                      同        世 利 洋 介 

                      同        森   行 一 

                      同        渡 辺 美 穂 

 

  



７社活１１７６号 

令和７年６月２５日 

 

 

  福岡県監査委員  塩 川 正 一 殿 

  同               世 利 洋 介  殿 

  同                森   行 一 殿 

  同               原 中 誠 志 殿 

 

 

福岡県知事 服部 誠太郎 

 

 

監査の結果に係る措置について（通知） 

 

 

令和７年３月２４日６監総第１３９５号の監査結果の報告に基づき、次のとおり講じた措置につ

いて通知します。 

 

記 

 

  注意事項 

所管部局名 監査の結果 講じた措置の内容 

人づくり・ 

県民生活部 

施設整備費等補助金の補

助対象となる工事請負契約

において、団体の契約事務取

扱規則で作成しなければな

らないと定められている検

査調書が作成されていなか

った。 

事務局長は、財務担当部局の職員に対

し、今回の誤りを示した上で、同様の誤り

を繰り返さないため、以下の取組を徹底す

るよう指導した。 

・ 財務担当部局の長は、契約事務取扱規 

則に基づき必要項目を記載したチェッ

クリストを作成し、全職員にチェックリ

ストを必ず使用するよう周知する。 

・ 検査担当の職員は、入札を伴う工事の 

履行完了時に検査調書を作成し、上司 

は、チェックリストに基づき、検査調書

が適正に作成されていることを確認す

る。 

・ 財務担当部局の職員については、今後 

の適正な契約事務の参考とするため、福

岡県財務会計事務の動画研修を受講す

る。 

 

 

 


